
高槻市病児保育事業実施要綱 

 

（趣旨及び目的） 

第１条 本要綱は、保護者が就労をしており、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な 

場合において、病院・保育所等において病気の児童を一時的に保育するほか、保育中に体

調不良となった児童への緊急対応を行うとともに、その安全性、安定性、効率性等につい

て検証等を行うことで、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上

を図るため、必要な事項について定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 病児保育事業（以下「事業という」）の実施主体は、次のとおりとする。 

(1) 高槻市 

(2) 高槻市に本事業を行う旨、届出を行った市内で保育所等を設置運営するもの 

(3) その他市長が認めたもの 

（事業の内容） 

第３条 本事業は、保育を必要とする乳児・幼児であって、疾病にかかっているものについ

て、保育所、認定こども園、病院、診療所その他の場所において、保育を行う事業とす

る。 

（事業類型） 

第４条 事業の対象となる事業類型は、次のとおりとする。 

(1) 病児対応型 

児童が病気の「回復期に至らない場合」であり、かつ、当面の症状の急変が認められな

い場合において、当該児童を保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用

施設で一時的に保育する事業。 

(2) 病後児対応型 

児童が病気の「回復期」であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を保

育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業。 

(3) 体調不良児対応型 

児童が保育中に微熱を出すなど「体調不良」となった場合において、安心かつ安全な体

制を確保することで、保育所等における緊急的な対応を図る事業及び保育所等に通所する

児童に対して保健的な対応等を図る事業。 

（対象児童） 

第５条 本事業の対象となる児童は、次のとおりとし、事前登録・利用の申請・利用できる

症状範囲は別に定める。 

(1) 病児対応型 

市内に住所を有する生後６か月から就学前までの、子ども・子育て支援法（平成２４年

法律第６５号）（以下「支援法」という）第５９条第２号に規定する保育認定子どもであ

って、当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保

育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童

であって、市長が必要と認めた乳児・幼児（以下「病児」という。）とし、利用できる症

例症状は別に定める。 

(2) 病後児対応型 

市内に住所を有する生後６か月から就学前までのアからウのいずれかに該当する児童で

あって、病気の回復期であり、集団保育が困難で、かつ、保護者の勤務等の都合により家

庭で保育を行うことが困難な児童であって、市長が必要と認めた乳児・幼児（以下「病後

児」という。）。 



ア 支援法第２７条の規定に基づく特定教育・保育施設から教育・保育を受ける児童もしく

は支援法第２９条の規定に基づく特定地域型保育事業者から保育を受ける児童 

イ 前号の特定教育・保育施設の確認を受けない学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第

１条の幼稚園を利用する児童 

ウ 児童福祉法（昭和２２年法律第６５号。以下「法」という。）第５９条の２の規定に基

づく認可外保育施設を利用する児童。 

(3) 体調不良児対応型 

事業実施保育所等に通所しており、保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であ

って、保護者が迎えに来るまでの間、緊急的な対応を必要とする児童（以下「体調不良

児」という。）。 

（実施要件） 

第６条 病児対応型の実施要件は国の「病児保育実施要綱（令和６年３月３０日付こ成保第

１８０号）」に定めるもののほか、以下のとおりとする。 

(1) 施設長は、病児対応型の実施に当たり、当該病児の心身の状況に応じた保育を行うこ

とにより病後の早期回復に努めるものとする。 

(2) 施設長は、病児対応型の実施中、当該病児の保護者と密接な連絡を取り、その保育方

法、健康状態、看護状態及び回復状態について理解と協力を得るよう努めるものとする。 

２ 病後児対応型の実施要件は国の「病児保育実施要綱（令和６年３月３０日付こ成保第１

８０号）」に定めるもののほか、以下のとおりとする。 

(1) 施設長は、病後児対応型の実施に当たり、当該病後児の心身の状況に応じた保育を行

うことにより病後の早期回復に努めるものとする。 

(2) 施設長は、病後児対応型の実施中、当該病後児の保護者と密接な連絡を取り、その保

育方法、健康状態、看護状態及び回復状態について理解と協力を得るよう努めるものとす

る。 

３ 体調不良児対応型の実施要件は国の「病児保育実施要綱（令和６年３月３０日付こ成保

第１８０号）」のとおりとする。 

（実施方法） 

第７条 本事業の実施方法は以下のとおりとする。 

(1) 病児対応型及び病後児対応型については、対象児童をかかりつけ医に受診させた後、

保護者と協議のうえ、受け入れ、訪問の決定を行うこと。 

(2) 保育所等に登所する前からの体調不良児については、体調不良児対応型の事業を実施

する保育所等を利用するものでなく、地域の病児対応型又は病後児対応型の事業を実施す

る施設を優先的に利用することとし、児童の症状に応じた適切な利用が行われるよう、地

域における連携体制の確保に努めること。 

(3) 病児対応型及び病後児対応型の利用の定員は、１施設あたり３人以上とする。 

(4) 病児対応型及び病後児対応型の利用日は次に掲げる日以外の日とする。 

ア 日曜日及び土曜日 

イ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

ウ １２月２９日から翌年の１月３日までの日（イに掲げる日を除く） 

エ 市長が開室できないと判断した日 

また、利用時間は、午前８時から午後６時までとする。ただし、市長が認める場合は 

この限りでない 

(5) 病後児対応型の利用期間は、連続して７日を限度とする。ただし、市長が特に必要と

認めたときはこの限りではない。 

（留意事項） 

第８条 本事業の実施にあたっては以下の点に留意すること 



(1) 以下のアからエの通り医療機関との連携等を行うこと。  

ア 本事業を実施する施設は、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関（以下

「協力医療機関」という。）をあらかじめ選定し、事業運営への理解を求めるととも

に、協力関係を構築すること。 

イ 医療機関でない施設が病児対応型を実施する場合は、児童の病態の変化に的確に対応

し、感染の防止を徹底するため、日常の医療面での指導、助言を行う医師（以下「指

導医」という。）をあらかじめ選定すること。 

ウ 病児対応型を実施する場合においては、指導医又は協力医療機関（併設する医療機関

の医師を含む。）との関係において、緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り

決めを行うこと。 

エ 本事業を実施するに当たっては、指導医・嘱託医と相談のうえ、一定の目安（対応可

能な症例、開所（訪問）時間等）を作成するとともに、保護者に対して周知し、理解

を得ること。 

(2) この要綱の要件に適合する保育所等である旨の必要な書類を整備しておくこと。 

(3) 保育中に事故が生じた場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について

（令和６年３月２２日こ成安第３６号・５教参学第３９号通知）」に従い、速やかに報告

すること。 

(4) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第６条の３に準じ、安全計画の策定及び必

要な措置を講じること等に努めること。 

(5) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第６条の４に準じ、児童の送迎等のために

自動車を運行する場合には、児童の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により児童の

所在を確認すべきであること。 

(6) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第９条の３に準じ、事業継続計画の策定及

び必要な措置を講じること等に努めること。なお、本事業は、感染症に罹患した児童を含

む病児を保育するものであることから、常時より次の感染防止のための対策を行うこと。 

ア 体温の管理等その他健康状態を適切に把握するとともに、複数の児童を受け入れる場

合は、他児への感染に配慮すること。 

イ 手洗い等の設備を設置し、衛生面への十分な配慮を施すことで、他児及び職員への感

染を防止すること。 

ウ 体調不良児対応型を実施する場合においては、他の健康な児童が感染しないよう、事

業実施場所と保育室・遊戯室等の間に間仕切り等を設けることで、職員及び他児の往

来を制限すること。 

エ 児童の受け入れに際しては、予防接種の状況を確認するとともに、必要に応じて予防

接種するよう助言すること。 

（研修） 

第９条 病児保育事業に従事する職員については、「職員の資質向上・人材確保等研修事業の

実施について」の別添５に定める研修を受講し、資質の向上に努めること。 

（保護者負担） 

第１０条 保護者負担額は、「高槻市立幼保連携型認定こども園条例（平成２７年高槻市条例

２２号）」に定めるもののほか、次のとおりとする。ただし、飲食物費は実費とする。 

(1) 病児対応型 

ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯      ０円 

イ 市町村民税非課税世帯                    １，２５０円 

ウ 上記以外の世帯                      ２，５００円 

(2) 病後児対応型 

ア 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による被保護世帯       ０円 



イ 市町村民税非課税世帯                     １，０００円 

ウ 上記以外の世帯                       ２，０００円 

２ 市町村民税非課税世帯のうち、生活保護法に定める要保護者の属する世帯等、特に困窮

していると市長が認めた世帯の利用に係る保護者負担額については、被保護者世帯と同額

とする。 

（補助金等） 

第１１条 第２条第２号に定める事業を実施したものに対し、高槻市民間保育所等運営費補

助金交付要綱に基づき支払うものとする。 

２ 第２条第３号に定める事業を実施したものに対し、委託費等を支払うことができる。 

（施行細目） 

第１２条 この要綱の定めるもののほか、病後児保育に関し必要な事項は、所管部長が定め

る。 

 

附 則 

 この要綱は、令和7年1月6日から施行し、「高槻市病後児保育事業実施要綱」、「高槻市病

児保育事業実施要綱」及び「高槻市民間保育所等体調不良児対応事業実施要綱」については

令和7年1月6日をもって廃止する。 


